
 

地域緩和ケアセンター ruyka
ル イ カ

 会則 

（名称） 

第 1条 本会は、地域緩和ケアセンターruyka
ル イ カ

と称する。 

（事務所） 

第 2条 本会の事務所は、地域緩和ケアセンター（札幌市清田区平岡 5条 1丁目 5番 10号）内に置く。 

（目的） 

第 3条 本会は、地域住民が安心して暮らせる地域や社会の構築を目的とする。 

（活動・事業の種類） 

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。 

 （1）相談事業 

 （2）活動事業 

 （3）教育事業 

（会員） 

第 5条 本会の会員は、次の 3種類とする。 

 （1）正会員は、本会に賛同し入会した者とする。 

 （2）ボランティア会員は、本会の事業を賛助するために入会した者とする。 

（3） 賛助会員は、本会の運営実行時は関与せず、会費により組織を支援する個人または団体とする。 

（入会） 

第 6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をセンター長に提出し承認を得るものとする。 

（会費） 

第 7条 本会は、正会員、ボランティア会員からの会費は徴収しないものとする。 

2 賛助会員には、年度毎に 1万円の会費を徴収する。 

（退会） 

第８条 会員は、退会届をセンター長に提出し任意に退会することができる。 

（役員） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

 （1）センター長    1名 

（2）副センター長   1名 

 （3）事業マネジャー  3名 

 （4）会計       1名 

 （5）監事       2名 

（6）顧問       1名 

2 前項に定める役員は、会員の互選により選出する。 

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

（職務） 

第 10条 センター長は、本会を代表し、その事業を統括する。 

2 副センター長は、センター長を補佐し、これが不在のときは、その職務を代行する。 

3 事業マネジャーは、担当事業を統括し、事業が円滑に行われるよう各事業マネジャーと連携する。 

4 会計は、会の資産を管理し決算報告書を作成する。 

5 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。 

 



（役員の解任） 

第 11 条 会は、会則に違反または会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の議決により役員を

解任することができる。 

（資産） 

第 12条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 （1）会費 

（2）寄附金品 

 （3）事業に伴う収入 

 （4）その他収入 

（総会） 

第 13 条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年に 1 回開催するものとする。ただし、必要があるときは

臨時に開催できるものとする。 

2 総会は、以下の事項について議決する。 

 （1）会則の変更 

 （2）解散 

 （3）事業の変更 

 （4）事業報告及び収支決算 

（5）事業計画及び予算案 

（6）役員の選任または解任 

 （7）その他の運営に関する重要事項 

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 

4 総会の議事は、出席した正会員の 3 分の 2 以上をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによ

る。 

（議事録） 

第 14条 総会の議事については、議事録を作成する。 

（役員会） 

第 15 条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。 

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、

議決する。 

（会計年度） 

第 16 条 本会の事業年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。 

2 開設年度においては 2021 年 8 月 1 日を始まりとし、2022 年 3 月 31 日までとする。 

（委任） 

第 17 条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、センター長が別に定める。 

（変更） 

第 18 条 この会則は、総会において、出席者の 3 分の 2 以上の承認がなければ変更できない。 

附則 

1 本会の設立年月日は 2021 年 6 月 14 日とする 

2 この会則は、2021 年 8 月 1 日から施行する。 


